
1 ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○

4

5

6 ○

7 ○

8

9

10 ○

11 ○ ○ ○

＜ 注 ＞

３．営業所を増設、廃止する場合は変更届とする

※平成10年3月政令第90号で体温計・血圧計は対象外となった

１．提出部数は、正1通

事業所付近の見取図

２．登記簿謄本・住民票等も正1通（コピー不可）とする

所在地の変更
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届出書記載事項に変更があったとき
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　　　　　　　　　　　　　事　　　項

　　提　出　書　類

登記簿謄本又は登記事項証明書
（個人は住民票）

事業承継同意証明書（様式第5）

又は相続証明書（様式第6）

○

○

○ ○ ○ ○

事業廃止届（様式第7）

販売事業届出書（様式第8）

記載事項変更届（様式第3）

事業譲渡証明書（様式第4）

事業承継証明書（様式第6の2）

○

戸籍謄本

特定計量器販売事業 届出に係る手続き、様式一覧表


